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墨田区規則第７号 



   墨田区会計事務規則の一部を改正する規則 

 墨田区会計事務規則（昭和３９年墨田区規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５号中「墨田区子育て支援総合センター」を「すみだ人権同和・男女共同

参画事務所、墨田区子育て支援総合センター」に改める。 

 第１３条第１項中「、その頭初に「￥」の記号（財務会計システムによる場合は、

「￥」、「―」又は「△」の記号）を併記し」を削る。 

 第２９条中「歳入歳出外現金の収納及び」を削る。 

 第４６条中「収納金通知書」を「収入一覧表」に改める。 

 第６１条第４項中「収入通知書及び」を削る。 

 第８４条第１項第１４号中クをケとし、アからキまでをイからクまでとし、同号に

アとして次のように加える。 

  ア すみだ人権同和・男女共同参画事務所 

 第８４条第１項第１５号中「・区立認定こども園に」を「に」に改め、「・区立認

定こども園長」を削る。 

 第８５条第１項ただし書中「５，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

 第８９条第１１項中「並びに臨時職員に対する賃金、費用弁償等」を削る。 

 第１０８条第１項中「、財務会計システムにより収入通知書を発行し」を削る。 

 第１２５条第２項第３号ただし書中「並びに第１２３条に規定する現金出納簿のう

ち、随時の費用に係るもの」を削る。 

 第１２５条の２第１項各号を次のように改める。 

 ⑴ 歳入予算差引簿 

 ⑵ 歳出予算差引簿 

 ⑶ 戻入簿 

 ⑷ 資金前渡・概算払整理簿 

 ⑸ 歳入歳出外現金受払簿 

 ⑹ 現金出納簿 

 第１２６条第１項各号を次のように改める。 

 ⑴ 区一般会計・特別会計歳入歳出現計表 



 ⑵ 各会計及び運用基金収支現計表 

 ⑶ 歳入月計表 

 ⑷ 歳出月計表 

 ⑸ 歳入歳出外現金受払表 

 ⑹ 利子按分計算書 

 ⑺ 保管有価証券現在表 

 第１２７条中「及び現金出納表」を「、日計報告書及び預金明細書」に改める。 

 第１３２条中「、それぞれ伝票番号順に整理した上で」を削る。 

 第６号様式及び第７号様式を次のように改める。 



第６号様式（第２６条） 
 

備考 この様式は、会計管理者と協議の上、内容の一部を変更することができる。 
（A４） 



第７号様式（第２７条） 
 

備考 この様式は、会計管理者と協議の上、内容の一部を変更することができる。 
（A４） 



   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の墨田区会計事務規則の規定（第２条第５号及び第８４条

第１項第１４号の規定を除く。）は令和７年４月１日から適用する。 

３ この規則による改正後の第２条第５号及び第８４条第１項第１４号の規定は、令

和６年１１月５日から適用する。 

 

 

 


